
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

は
じ
め
に

上
　
村
　
雅
　
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
に
は
、
明
治
期
の
家
子
お
よ
び
店
則
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
に
興
味
深
い
雇
用
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
が
含
ま
れ
て
い
る
。
正
野
家

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
江
戸
時
代
の
家
訓
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ

れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
近
江
商
人
の
経
営
手
法
、
特
に
雇
用
関
係
が
近
代
に

な
り
、
い
か
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
正
野
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

家
則
・
店
則
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　
明
治
十
四
年
「
大
坂
支
店
規
則
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
正
野
家
は
、
明
治
十
三
年
六
月
に
八
幡
出
身
の
近
江
商
人
岡
田
小
八
郎
家
の
大
阪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

店
を
買
い
受
け
、
そ
れ
を
正
野
家
の
大
阪
支
店
と
し
て
開
設
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

こ
こ
に
示
す
明
治
十
四
年
七
月
改
正
の
「
大
坂
支
店
規
則
書
」
は
、
正
野
家
の
大
阪

支
店
開
設
一
年
後
に
お
け
る
制
度
整
備
に
と
も
な
い
改
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

条
目
も
二
六
条
か
ら
な
り
、
後
述
す
る
明
治
二
十
四
年
の
規
則
書
（
三
六
条
）
に
比

べ
、
や
や
簡
素
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ま
ず
そ
の
規
則
書
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
表
紙
）

　
　
「
明
治
十
四
年
巳
七
月
改
正

　
　
　
　
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
入
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

　
大
坂
支
店
規
則
書

　
　
　
　
　
正
野
本
店
㊥
」

　
　
　
　
規
則

　
　
第
一
条

一
店
方
金
銭
出
入
勘
定
毎
日
取
調
之
事

　
　
第
二
条

一
本
家
ヨ
リ
主
人
勘
定
方
之
内
、
壱
人
諸
勘
定
取
調
ト
シ
テ
出
張
当
分

　
九
月
、
十
二
月
、
三
月
、
六
月
ト
相
定
四
身

　
　
第
三
条

一
毎
年
店
卸
総
勘
定
六
月
三
十
日
ト
相
々
メ
、
本
家
主
人
井
勘
定
方
之
者
立
会

取
調
之
事

　
　
第
四
条

一
店
方
出
勤
之
者
給
金
井
仕
着
等
之
儀
者
、
本
家
持
之
事

　
　
第
五
条

一
店
卸
之
節
店
方
出
勤
之
者
井
本
家
勘
定
車
塵
者
江
、
利
益
之
内
ヨ
リ
割
符
相

立
、
褒
美
ト
シ
テ
相
遣
候
事

　
但
、
此
割
符
方
別
紙
二
相
立
置
候
也

　
　
第
六
条

一
本
家
ヨ
リ
往
返
旅
費
之
儀
者

　
上
等
　
往
返
　
金
弐
円
六
拾
銭
也

　
中
等
　
往
返
　
金
弐
円
弐
拾
銭
也

　
下
等
　
同
　
　
金
弐
円

　
　
但
、
片
道
ハ
　
　
　
半
減

　
　
　
　
私
用
往
返
ハ
　
半
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
滋
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本
家
用
ヲ
兼
ヌ
ル
ト
キ
ハ
、
本
家
ト
半
割

　
　
第
七
条

一
神
戸
行
旅
費

　
日
帰
リ
金
壱
円
也
　
　
　
　
「
泊
掛
金
壱
円
五
拾
銭

　
　
第
八
条

一
商
用
二
付
本
家
ヨ
リ
仕
入
金
借
用
之
利
子
者
、
月
八
朱
6
壱
歩
迄

　
　
第
九
条

一
店
用
私
用
二
不
限
他
行
之
節
者
、
行
帰
前
後
本
家
江
至
急
之
報
知
可
有
之
事

　
　
第
拾
条

一
本
家
江
為
替
金
取
組
之
儀
者
、
取
組
次
第
即
刻
案
内
報
知
之
事

　
但
、
金
高
弐
百
円
已
上
ハ
、
無
案
内
ニ
テ
取
組
凝
立
者
致
問
敷
候
事

　
　
第
拾
壱
条

一
金
融
之
儀
者
、
本
家
差
立
之
外
郎
相
成
長
事

　
　
第
拾
弐
条

」
金
融
之
儀
者
、
仮
令
手
堅
キ
抵
当
品
有
之
二
号
、
店
蓮
華
リ
約
定
洋
間
敷
、

本
家
方
へ
前
以
打
合
セ
之
上
、
其
事
実
返
報
ヲ
受
取
引
出
致
候
事

　
但
、
手
数
料
ト
シ
テ
利
子
相
応
歩
合
、
野
方
へ
可
融
遣
候
事

　
　
第
拾
三
条

一
薬
種
売
買
本
家
差
図
之
外
、
店
方
限
思
惑
相
立
候
儀
堅
無
用
之
事

　
　
第
拾
四
条

一
米
道
金
銀
貨
其
外
諸
品
限
月
物
売
章
動
厳
禁
業
事

　
　
第
拾
五
条

一
店
出
勤
之
者
、
私
用
之
商
業
思
惑
之
儀
ハ
一
切
相
禁
止
式
事

　
　
第
拾
六
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

一
本
家
買
置
薬
種
類
店
土
蔵
江
預
ケ
染
分
蔵
敷
無
益
売
払
、
利
益
之
節
ハ
其
利

益
百
分
ノ
五
ヲ
手
数
料
ト
シ
テ
店
方
江
可
相
遣
候
事

　
　
第
拾
七
条

「
普
請
方
重
タ
ル
造
作
本
家
持
之
事

　
但
、
小
破
損
之
儀
者
店
持
之
事

　
　
　
井
町
区
入
費
店
持
工
事

　
　
第
拾
八
条

一
本
家
用
ニ
テ
出
坂
之
立
者
宿
料
ト
シ
テ

　
　
一
主
人
　
　
一
日
二
付
　
金
弐
拾
五
銭
也

　
　
一
外
之
者
　
同
　
　
　
　
金
拾
七
銭
也

　
　
但
、
定
式
雑
用
ヲ
以
取
扱
可
申
事

　
　
　
　
且
本
家
用
店
用
相
兼
候
節
者
半
減
之
事

　
　
　
　
主
人
在
坂
中
来
客
之
酒
壷
料
ハ
本
家
持
重
事

　
　
第
拾
九
条

一
遠
路
ヨ
リ
来
客
之
二
者

　
御
茶
　
中
菓
子
限
リ
饗
応

万
一
別
懇
之
御
仁
ニ
テ
私
用
二
入
来
蝟
毛
者
、
魚
店
首
魁
レ
ノ
席
ナ
リ
ト
モ
、

勝
手
二
取
扱
可
申
事

　
　
第
弐
拾
条

一
浜
座
敷
平
日
〆
切
、
酒
飯
無
用
之
事

　
但
、
主
人
在
坂
中
来
客
之
節
電
其
限
リ
ニ
不
有

　
　
第
弐
拾
一
条

一
本
家
主
人
之
外
上
下
出
馬
之
節
ハ
、
前
書
定
メ
之
宿
料
堅
ク
請
取
定
メ
雑
用

限
之
事



　
　
第
弐
拾
二
条

一
私
用
ニ
テ
神
仏
参
詣
之
節
者
、
都
テ
自
分
小
遣
之
事

　
但
、
時
間
ヲ
定
メ
帰
店
之
事
、
夜
中
ハ
九
時
末
出
歩
行
無
用

　
　
第
弐
拾
三
条

一
歳
内
休
日

　
若
イ
者
　
ニ
ケ
月
二
壱
度
　
但
、
小
遣
ト
シ
テ
金
三
拾
銭
宛
遣
シ
候
事

　
小
供
　
　
一
ケ
年
二
弐
度
　
但
、
右
同
断
遣
シ
需
要

　
　
第
弐
拾
四
条

一
神
前
用

　
毎
日
灯
明
献
シ
候
事

　
御
神
酒
　
祝
日
　
其
外
毎
月
一
日
、
十
六
日
、
廿
五
日

稲
荷
神
社

　
御
神
酒
　
祝
日
　
其
外
毎
月
一
日
、
十
六
日

　
　
但
、
初
午
祭
ハ
別
段
二
丈
祭
細
事

毎
月
廿
五
日

　
天
満
天
神
宮
様
江
代
参
悪
事

　
　
但
、
参
銭
者
五
厘
宛
書
事

　
　
第
弐
拾
五
条

一
精
虚
日

　
毎
月
　
五
日
、
三
峯
社
敬
日
十
九
日
、
廿
日
、
廿
九
日

　
　
精
進
日
薬
料
凡
巳
一
月
ヨ
リ
代
壱
銭
弐
厘
宛
之
事

右
精
進
日
御
命
日
二
仏
前
江
御
花
相
備
可
申
事

　
但
、
御
花
料
　
壱
銭
位

右
竜
戴
毎
月
十
七
日
二
月
堂
様
江
御
花
相
備
可
申
事

　
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

　
　
但
、
御
花
料
　
右
同
断

　
　
　
第
弐
拾
六
条

一
定
式
雑
用

　
　
毎
朝
　
　
　
　
香
ノ
物
限
リ

　
　
昼
　
　
精
進
　
一
汁

　
　
夕
　
　
一
汁
　
一
菜
、
此
菜
料
凡
壱
銭
位

　
　
　
但
、
祝
日
井
毎
月
一
日
、
十
六
日
　
焼
物
料
、
代
三
銭
宛
也

　
　
　
此
外
一
日
∂
十
六
日
迄
二
壱
度
、
十
七
日
∂
三
十
日
迄
二
壱
度
、
都
合

　
　
　
一
ケ
月
二
弐
度

　
　
　
右
者
魚
類
下
直
ナ
ル
日
二
定
メ
、
別
段
定
日
ナ
シ

　
　
　
　
右
薬
料
　
弐
銭
宛

　
　
右
之
外
大
祭
日
ハ
一
日
十
六
日
二
順
シ
候
事

　
　
　
酒
毎
日
一
合
限
リ
薬
事

　
　
　
　
但
、
祝
日
、
一
六
ノ
日
差
別
段
秘
事

右
之
条
々
銘
々
立
会
之
上
規
則
相
定
候
上
者
、
一
同
堅
相
守
商
業
一
廉
勉
強
可

致
、
且
毎
年
六
月
店
卸
大
勘
定
之
節
、
前
箇
条
不
都
合
ノ
廉
有
之
塵
取
・
協
議

之
上
、
尚
改
正
可
致
儀
モ
可
有
之
候
、
依
テ
左
之
連
名
立
会
タ
ル
者
之
ヲ
調
印

致
候
也

　
　
明
治
十
四
年
巳
七
月
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
野
玄
三
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
野
友
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
類
題
金
丘
ハ
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
村
伝
七
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
村
弥
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
野
政
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
　
第
三
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
合
人
増
田
儀
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
督
人
福
田
宣
口
八

　
こ
の
よ
う
に
、
勘
定
や
旅
費
の
規
定
、
金
融
・
商
品
取
引
の
規
定
、
雑
多
な
対
応

な
ど
に
関
す
る
規
定
が
主
で
あ
る
が
、
店
員
の
生
活
を
描
い
た
規
定
も
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
休
日
に
つ
い
て
は
、
若
年
者
は
二
か
月
に
一
度
、
子
供
は
一
年
に
二
度

あ
り
、
休
日
に
は
そ
れ
ぞ
れ
小
遣
い
と
し
て
三
〇
銭
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
第
二
六

条
で
は
、
支
店
で
の
食
事
内
容
の
基
準
が
わ
か
る
。
朝
は
漬
物
だ
け
で
、
昼
は
「
精

進
　
一
汁
」
と
あ
り
、
野
菜
と
汁
物
で
済
ま
せ
て
い
る
。
夜
は
「
一
汁
　
一
菜
」
と

あ
り
、
基
本
的
に
は
昼
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
「
此
菜
料
凡
壱
銭
位
」
と
あ

る
よ
う
に
あ
る
程
度
の
内
容
を
も
っ
た
食
事
が
提
供
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

祝
日
や
毎
月
一
日
と
十
六
日
に
は
、
焼
物
料
と
し
て
三
銭
が
支
給
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
ら
、
焼
魚
な
ど
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
一
～
十
六
日
と
十
七

～
三
十
日
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
合
計
月
に
二
回
目
、
「
魚
類
下
直
ナ
ル
日
二

定
メ
」
、
日
を
限
定
せ
ず
に
魚
な
ど
が
特
別
に
食
卓
に
の
ぼ
っ
た
。
大
祭
日
に
は
、

］
日
と
十
六
日
に
準
じ
て
焼
物
が
提
供
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
酒
に
つ
い
て
は
、
毎
日

一
合
を
限
度
と
し
、
祝
日
な
ど
は
さ
ら
に
特
別
に
許
可
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
食
事
に

も
見
ら
れ
る
厳
し
い
店
員
生
活
が
、
明
治
に
入
っ
て
も
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
「
大
坂
支
店
規
則
書
」
を
改
正
し
た
明
治
十
六
年
七
月
「
支
店
規

　
（
7
）

則
書
」
も
あ
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
も
つ
が
、
雇
用
に
関
し
て
詳
細
な
規
定
が
付

け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
第
六
条
と
第

七
条
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
六
条

　
　
一
出
勤
人
休
暇
帰
国
之
定
式

　
　
　
　
初
帰
国
　
　
　
初
出
勤
ヨ
リ
満
三
ケ
年
目

一
六

　
二
番
帰
国
　
　
初
帰
国
ヨ
リ
満
ニ
ケ
年
目

　
以
上
満
廿
六
才
迄
同
断
、
廿
七
才
以
上
ハ
毎
年
壱
度
帰
国
之
事

　
正
副
支
配
人
ノ
位
置
二
坐
ス
ル
モ
ノ
ハ
毎
年
二
度
帰
国
之
事
、
帰
国
日
限

　
往
復
共
都
テ
十
五
日
間
ト
相
思
ム

　
　
　
　
第
七
条

一
子
供
ハ
初
出
勤
ヨ
リ
満
十
八
才
迄
ヲ
仕
着
セ
年
限
ト
相
定
メ
、
仕
着
当
付
ハ

左
ノ
品
々
ヲ
授
与
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

夏
日
ハ

冬
日
ハ

伊
勢
縞
単
物

手
拭

下
帯

伊
勢
縞
綿
入

小
倉
帯

前
掛

下
駄

足
袋

下
帯

ヨゴ　ニヒ　よ　 ニヒ　ニヒ　ホ　 　　 　　ニヒ
窪ヨ「巳1ヨ♂ビ「ヨE♂ピt已’ピ
亡妻足ツ筋枚筋筋枚

　
以
上

仕
着
中
止
尾
能
ク
相
勤
メ
シ
者
エ
ハ
、

左
之
通
リ
授
与
ス
ベ
シ

夏
日
ハ

冬
日
ハ

安
部
屋
帷
子

下
帯

双
子
縞
袷
羽
織

同
　
　
綿
入

儒
神

ホ　 お　 ニまゴ　ニまぼ　よ

宮E宮宮1ヨ枚枚枚筋枚
仕
着
遡
上
リ
ノ
祝
ひ
ト
シ
テ
特
別
二



股
引

小
倉
帯

前
掛

下
駄

足
袋

下
帯

を　 ニと　 お　 よ　 ニヒ　 よ
宮て一宮官宮厘ヨ
引足足ッ駆足

　
　
　
　
〆

　
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
近
江
商
人
の
雇
用
形
態
に
見
ら
れ
た
在
所
登
り
制
度
と
仕

着
制
度
が
存
在
し
た
。
初
帰
国
（
初
登
り
）
は
初
出
勤
か
ら
満
三
年
目
、
二
度
帰
国

（
二
度
登
り
）
は
初
帰
国
か
ら
二
年
目
で
、
二
七
歳
以
上
に
な
る
と
毎
年
帰
国
が
許

さ
れ
、
正
副
支
配
人
に
な
る
と
年
に
二
度
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
帰
国
期
間
は
、

往
復
旅
日
を
含
め
一
五
日
間
で
あ
っ
た
。
正
野
家
は
、
明
治
十
三
年
に
大
阪
支
店
を

開
設
す
る
ま
で
、
日
野
の
店
で
合
薬
の
製
造
販
売
を
行
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

在
所
登
り
制
度
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
支
店
開
設
に
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
。
近
江
商
人
に
み
ら
れ
る
在
所
登
り
制
度
は
、
出
仕
し
て
五
～
七
年
目
頃
の
元
服

を
経
て
初
登
り
（
一
九
歳
頃
）
、
そ
の
後
三
～
六
年
目
ご
と
に
登
り
を
繰
り
返
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

休
暇
も
往
復
期
間
を
含
め
て
五
〇
～
六
〇
日
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
初
登
り
ま
で
の

期
間
（
三
年
目
）
や
そ
の
後
の
登
り
ま
で
の
期
間
（
一
～
二
年
目
）
も
短
く
な
っ
て

い
る
。
休
暇
日
数
は
、
正
副
支
配
人
の
場
合
年
に
二
度
帰
国
で
き
る
の
で
、
一
五
日

と
か
な
り
短
い
。

　
仕
着
制
度
に
つ
い
て
も
、
初
勤
よ
り
一
八
歳
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。
夏
に
は
、
伊

勢
縞
単
物
、
手
拭
、
下
帯
が
、
冬
に
は
、
伊
勢
縞
綿
入
、
小
倉
帯
、
前
掛
、
下
駄
、

足
袋
、
下
帯
が
支
給
さ
れ
た
。
ま
た
、
首
尾
よ
く
仕
着
期
間
を
終
え
た
も
の
に
は
、

祝
と
し
て
夏
と
冬
に
「
双
子
縞
袷
羽
織
」
な
ど
一
人
前
の
店
員
と
し
て
の
衣
料
が
与

明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

え
ら
れ
た
。

　
正
野
家
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
仕
着
制
度
が
あ
り
、
奉
公
人
に
対
し
盆
と
暮
の
年

に
二
度
の
仕
着
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
奉
公
人
の
階
層
に
応
じ
て
仕
着
が
支

給
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
盆
前
に
は
、
幹
部
店
員
に
対

し
「
半
紙
五
」
、
「
晒
下
お
ひ
」
、
「
銭
弐
百
文
」
、
コ
扇
子
一
本
」
が
与
え
ら
れ
、
丁
稚

階
層
に
は
「
手
織
単
物
」
、
「
半
紙
三
折
」
、
「
下
お
ひ
一
」
、
コ
扇
子
一
本
」
が
与
え
ら

れ
た
。
暮
に
は
、
幹
部
店
員
に
対
し
「
半
紙
五
折
」
、
「
た
ひ
一
」
、
「
銭
弐
百
文
」
、

「
手
拭
料
百
文
」
が
与
え
ら
れ
、
丁
稚
階
層
に
は
「
手
織
わ
た
入
一
」
、
「
半
紙
三
折
」
、

「
地
伴
一
」
、
「
前
掛
一
」
、
「
お
ひ
＝
、
「
下
お
ひ
」
、
「
手
拭
一
」
、
「
た
ひ
」
、
「
下
た

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
足
」
が
支
給
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
仕
景
品
と
比
べ
る
と
、
半
紙
と
扇
子

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
基
本
的
に
は
同
様
の
品
物
が
一
八
歳
以
下
の
店
員

に
支
給
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
　
明
治
二
十
一
年
九
月
「
正
則
創
意
ノ
主
意
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
〉

　
次
に
、
明
治
二
十
一
年
九
月
「
家
学
創
定
ノ
主
意
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

し
よ
う
。
明
治
二
十
一
年
に
は
前
稿
で
述
べ
た
コ
雇
人
事
務
規
程
」
な
ど
の
諸
規
定

も
整
え
ら
れ
、
正
野
家
に
と
っ
て
同
年
は
家
政
改
革
の
上
で
特
別
な
意
味
を
も
っ
た

　
　
　
　
　
（
1
2
）

年
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
枠
組
み
を
示
し
た
の
が
、
次
に
示
し
た
「
家
父
創

定
ノ
主
意
」
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
家
則
創
定
ノ
主
意

　
　
凡
一
家
ヲ
保
持
ス
ル
ノ
要
ハ
、
努
メ
テ
経
済
ノ
道
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
ニ
在
リ
、
之

　
　
ヲ
妖
雲
ニ
ス
ル
ニ
ハ
、
夫
レ
カ
原
素
タ
ル
家
則
ヲ
設
ケ
サ
ル
可
ラ
ス
、
是
予
力

　
　
本
日
ヲ
以
テ
其
要
領
ヲ
布
ク
所
謂
候

一
七



滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
　
第
三
十
九
号

　
　
　
　
明
治
二
十
一
年
九
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
正
野
本
家
印
（
正
野
家
主
之
章
）

　
　
　
　
　
　
　
要
領

　
　
第
一
条
　
一
家
全
体
ヲ
大
別
シ
、
商
業
部
本
家
部
ト
ス

　
　
第
二
条
　
商
業
部
ヲ
名
ケ
テ
、
店
方
ト
ス

　
　
第
三
条
商
業
部
ハ
営
業
上
必
用
ナ
ル
地
所
建
物
商
品
雇
人
其
他
一
切
営
業
二

　
　
　
関
ス
ル
物
ヲ
以
テ
充
ツ

　
　
第
四
条
　
商
業
部
ニ
ハ
、
元
方
、
元
蔵
、
売
薬
、
雑
種
ノ
四
帳
場
及
庶
務
方
書

　
　
　
記
方
ヲ
置
ク

　
　
第
五
条
　
本
家
部
ハ
商
業
上
一
切
関
守
サ
ル
地
所
建
物
資
産
雇
人
ヲ
以
テ
充

　
　
　
ツ

　
　
第
六
条
　
本
家
部
ニ
ハ
事
務
室
ヲ
置
キ
、
当
家
経
済
家
政
ノ
全
体
ヲ
整
理
ス

　
　
第
七
条
　
本
家
店
方
両
部
問
二
生
ス
ル
諸
般
ノ
混
同
シ
テ
区
分
シ
難
キ
モ
ノ

　
　
　
ハ
、
相
当
ノ
部
合
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

　
　
第
八
条
　
凡
爾
後
発
布
ス
ル
家
構
、
既
決
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
左
ノ
印
章
ヲ
用
ヒ
、
追

　
　
　
テ
家
事
整
理
二
運
迄
、
都
テ
家
長
ノ
独
裁
二
丁
ル

　
　
　
　
但
シ
、
各
掛
型
置
於
テ
実
際
上
差
支
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ハ
其
理
由
ヲ
述

　
　
　
　
　
へ
、
家
長
ノ
参
考
二
度
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
長
印
章
（
正
野
家
主
之
章
）
　
事
務
室
印
章
（
正
野
本
家
之
印
）

　
す
な
わ
ち
、
家
を
保
持
す
る
に
は
、
そ
の
基
本
と
な
る
家
鳴
を
定
め
る
必
要
が
あ

る
と
し
て
、
こ
れ
を
定
め
た
。
正
野
家
で
は
、
こ
の
家
則
制
定
と
と
も
に
家
事
下
役

が
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
家
則
係
は
、
総
務
支
配
役
と
と
も
に
「
事
務
室
詰
ト

シ
、
専
バ
ラ
一
家
全
体
ノ
事
ヲ
努
メ
シ
ム
」
と
し
、
家
則
役
は
「
家
長
ノ
命
ヲ
受
ケ

家
則
ヲ
施
行
シ
、
家
則
執
行
後
ノ
情
況
二
注
意
シ
、
此
他
一
家
々
法
上
ノ
全
体
二
付

時
々
考
案
ス
ヘ
キ
者
ト
ス
、
尚
臨
時
商
品
現
在
ノ
監
査
ヲ
ナ
サ
シ
ム
」
と
あ
り
、
家

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

則
の
施
行
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
監
査
役
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
家
則
の
内
容
は
、

家
業
を
商
業
部
（
店
方
）
と
本
家
部
と
に
分
け
、
商
業
部
は
事
業
経
営
を
、
本
家
部

は
正
野
家
の
家
政
を
担
当
す
る
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
正
野
家
は
こ
れ
ま
で
本
家

で
合
薬
の
製
造
販
売
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
両
者
の
問
に
は
明
確
な
区
分
が
で
き
な

い
こ
と
も
あ
る
と
し
て
、
相
互
融
通
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
家
則
に
関
す
る
事
柄

は
、
す
べ
て
「
家
長
ノ
独
裁
ニ
ヨ
ル
」
と
し
て
、
依
然
と
し
て
絶
対
的
な
家
長
の
権

限
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

三
　
明
治
二
十
四
年
七
月
「
支
店
規
則
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
こ
の
大
阪
支
店
規
則
は
、
内
容
的
に
は
明
治
二
十
一
年
四
月
の
「
支
店
規
則
」
を

改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
一
年
四
月
「
支
店
規
則
」
に
は
、
「
在
来
ノ
仕

法
ヲ
折
衷
シ
、
今
回
左
ノ
支
店
則
ヲ
創
定
シ
、
之
ヲ
明
治
廿
一
年
四
月
計
日
ヨ
リ
施

行
ス
」
と
あ
り
、
同
規
則
は
、
「
第
壱
章
　
惣
則
」
（
一
～
七
条
）
、
「
第
二
章
　
支
店

義
務
」
（
八
～
一
七
条
）
、
「
第
三
章
　
店
卸
及
結
局
」
（
一
八
～
二
三
条
）
、
「
第
四
章

雇
人
法
」
（
二
四
～
三
四
条
）
、
「
第
五
章
　
本
則
施
行
方
及
罰
則
」
（
三
五
～
三
六
条
）

か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
改
訂
し
た
の
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
明
治
二
十
四
年
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

月
「
支
店
規
則
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
規
則
の
最
後
に
、
「
為
仕
着
及
手
当
渡
方

票
準
」
「
書
式
」
「
廿
七
才
以
下
帰
国
帰
序
早
見
」
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
曲
豆
富
な
内

容
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
雇
用
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
表
紙
）

　
　
「
明
治
廿
四
年
第
七
月

　
　
　
　
支
店
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
正
野
大
阪
支
店
」

　
　
在
来
ノ
仕
法
今
回
左
ノ
通
改
訂
シ
、
明
治
廿
四
歳
七
月
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス



　
　
明
治
廿
四
年
七
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
野
本
家
㊥

支
店
則

　
　
　
　
　
第
一
章
　
総
則

第
一
条
　
支
店
ハ
本
家
ノ
直
轄
ト
ス

第
二
条
　
支
店
ノ
商
業
ハ
左
ノ
如
シ

　
　
　
　
　
一
木
綿
　
　
　
二
売
薬
受
売

第
三
条
　
臨
時
資
金
ヲ
要
ス
ル
場
合
ハ
、
之
ヲ
本
家
二
請
求
ス
ヘ
シ

　
　
但
、
利
足
ハ
其
時
ノ
協
議
ニ
ヨ
ル

　
　
　
　
　
第
二
章
　
支
店
義
務

第
四
条
　
支
店
ハ
本
家
ヨ
リ
定
ム
ル
規
則
及
江
州
日
野
商
人
組
合
ノ
規
約
ヲ
遵

　
守
ス
ヘ
シ

第
五
条
支
店
ノ
名
義
ニ
テ
他
ノ
保
証
二
立
ヲ
得
ス

第
六
条
　
凡
雇
人
ノ
解
傭
黙
陽
ヲ
要
ス
ル
場
合
ハ
、
予
メ
本
家
工
稟
請
シ
、
而

　
テ
本
家
ノ
命
令
ヲ
待
チ
、
后
チ
之
レ
ヲ
執
行
ス
ヘ
シ

第
七
条
本
家
ノ
認
許
ナ
ク
、
諸
般
ノ
思
惑
ハ
一
切
為
ス
ヲ
得
ス

第
八
条
其
日
限
リ
ノ
出
納
計
算
ハ
、
毎
夜
執
行
ス
ヘ
シ

第
九
条
　
支
店
限
リ
他
方
エ
ノ
金
融
ハ
乱
リ
ニ
為
ス
ヲ
得
ス
、
只
商
業
取
引
上

　
止
ヲ
得
サ
ル
場
合
ハ
必
ス
手
堅
キ
抵
当
ヲ
要
ス

　
　
但
、
荷
主
工
渡
ス
荷
為
換
ノ
如
キ
ハ
本
文
ノ
限
り
ニ
非
ス

第
十
条
　
支
店
若
シ
本
店
ノ
商
品
ヲ
取
扱
ヘ
キ
ト
キ
ハ
、
其
時
相
当
ノ
手
数
料

　
ヲ
本
店
ト
熟
議
ノ
上
、
請
受
ル
ヲ
得
ヘ
シ

第
十
一
条
支
店
二
於
テ
ハ
隔
月
一
二
度
商
業
上
諸
般
ノ
成
蹟
ヲ
作
り
、
之
ヲ

　
翌
月
五
日
以
内
二
本
家
工
申
報
ス
ヘ
シ

第
十
二
条
　
本
家
及
本
支
店
ノ
間
二
生
ス
ル
諸
般
計
算
上
利
害
二
関
シ
協
議
纏

　
　
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

　
マ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
其
理
由
ヲ
詳
具
シ
、
家
長
ノ
裁
可
ヲ
乞
フ
可
シ
、
尤
モ

　
此
具
伸
ハ
親
展
書
タ
ル
ヘ
シ

　
　
但
、
裁
可
済
ノ
上
ハ
、
如
何
ナ
ル
事
情
ア
ル
モ
双
方
之
ヲ
拒
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
第
三
章
　
店
卸
及
結
局

第
十
三
条
　
毎
年
店
卸
勘
定
ハ
四
月
三
十
日
ヲ
以
テ
締
切
ト
ス

第
十
四
条
　
店
卸
精
算
結
局
ヲ
定
ム
ル
、
左
ノ
如
シ

　
　
　
一
純
益

　
　
　
　
　
但
、
特
別
ノ
除
キ
者
ハ
此
処
ヨ
リ
相
減
ス

　
　
　
　
十
分
ノ
四
　
　
本
家
ノ
配
当

　
　
　
　
十
分
ノ
ニ
　
　
資
本
金
二
加
ス

　
　
　
　
十
分
ノ
ニ
　
　
準
備
金
二
加
ス

　
　
　
　
十
分
ノ
ニ
　
　
褒
美
金

第
十
五
条
　
配
当
金
ハ
店
卸
ノ
后
、
直
二
本
家
二
納
付
セ
シ
ム

第
十
六
条
　
資
本
金
ハ
漸
次
商
業
ノ
拡
張
ヲ
図
り
、
営
業
資
本
二
組
込
ム
モ
ノ

　
ト
ス

第
十
七
条
準
備
金
ハ
配
当
金
ト
全
時
二
本
家
工
預
ル
者
ト
シ
、
金
高
五
拾
円

　
以
上
ハ
年
五
朱
ノ
利
息
ヲ
付
ス

第
十
八
条
褒
賞
金
ハ
支
店
雇
人
一
般
法
授
与
ス
、
而
シ
テ
之
ヲ
与
フ
ル
ニ
ハ

　
毎
年
店
卸
ノ
際
、
家
長
ヨ
リ
第
一
号
書
式
ノ
附
与
状
ヲ
以
テ
シ
、
現
金
ハ
翌

　
年
店
卸
二
交
付
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
第
四
章
　
雇
人
法

事
十
九
条
　
給
料
ハ
毎
年
店
卸
ノ
節
其
額
ヲ
定
メ
、
家
長
ハ
各
自
工
第
二
号
書

　
式
ノ
通
知
ヲ
付
与
ス
ヘ
シ

第
廿
条
　
給
料
ハ
毎
月
昇
給
日
限
リ
仕
払
フ
モ
ノ
ト
ス
、
而
シ
テ
月
給
額
ノ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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割
ハ
之
ヲ
預
り
、
其
植
利
法
ハ
別
二
支
配
人
ノ
定
ム
ル
所
ヲ
以
テ
、
本
家
ノ

　
認
可
ヲ
経
ル
ヘ
シ

　
　
但
シ
、
新
二
雇
入
タ
ル
者
ハ
、
店
卸
ノ
際
之
レ
ヲ
定
ム

第
廿
一
条
給
料
先
貸
ハ
相
成
ラ
サ
ル
筈
ナ
レ
共
、
止
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
二
限

　
リ
テ
ハ
、
必
ス
手
堅
キ
証
書
ヲ
出
シ
、
其
額
ハ
月
給
ノ
三
倍
ヲ
超
過
セ
サ
ル

　
範
内
二
於
テ
、
諾
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
廿
二
条
第
廿
一
条
ノ
場
合
朴
歯
テ
ハ
、
月
次
給
金
渡
シ
ノ
時
二
当
リ
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
幾
分
若
ク
ハ
全
額
ヲ
償
却
セ
シ
ム
ノ
法
方
ヲ
ナ
サ
シ
ム

第
廿
三
条
　
給
料
ハ
早
晩
本
人
ノ
成
蹟
ニ
ョ
リ
与
フ
ル
モ
ノ
ト
シ
、
無
給
者
エ

　
ハ
仕
着
セ
及
手
当
ヲ
給
ス

　
　
但
、
為
仕
着
及
手
当
ハ
別
二
定
ム
ル
キ
、
票
準
ニ
ヨ
リ
参
酌
ス

第
廿
四
条
　
凡
雇
人
ハ
、
傭
入
之
前
后
二
関
セ
ス
、
其
執
務
ノ
優
劣
ヲ
査
別
シ
、

　
店
卸
ノ
際
席
次
ノ
昇
降
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
廿
五
条
　
雇
人
年
内
ノ
休
暇
ハ
、
毎
年
店
卸
ノ
際
家
長
之
ヲ
定
メ
、
予
メ
其

　
日
数
ヲ
示
ス
ベ
シ

第
廿
六
条
　
第
廿
五
条
ノ
休
暇
ヲ
受
ケ
タ
ル
遺
跡
、
其
日
数
二
超
過
ス
ヘ
カ
ラ
ス

　
　
但
、
廿
七
条
ノ
場
合
ハ
此
限
リ
ニ
非
ス

第
廿
七
条
　
自
身
若
ク
ハ
親
戚
中
、
病
気
又
ハ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
之
レ
ア
リ

　
事
情
詳
申
ノ
上
、
本
家
ノ
許
下
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
、
書
面
六
条
ノ
範
囲
外
ト
ス

第
廿
八
条
塵
室
五
条
ノ
休
暇
ハ
、
廿
七
才
以
下
ノ
魚
偏
与
エ
ス
故
二
、
並
並

　
ケ
得
サ
ル
者
ニ
ハ
左
ノ
帰
国
日
数
ヲ
定
ム

　
一
初
帰
国
仮
リ
ニ
十
一
才
ニ
シ
テ
初
勤
ト
見
倣
シ
、
初
鴬
ヨ
リ
満
四
ケ
年
目

　
　
二
一
度

　
　
二
番
帰
国
ヨ
リ
ハ
隔
年
一
二
度
、
廿
六
才
迄
同
断
、
廿
七
才
以
上
艶
薬
二

二
〇

　
　
　
　
十
五
条
ニ
ヨ
ル

　
　
　
一
初
帰
国
日
数
往
復
共
三
十
日
間
、
二
番
帰
国
ヨ
リ
五
番
帰
国
迄
日
数
往
復

　
　
　
　
共
廿
日
間
、
六
番
帰
国
ヨ
リ
ハ
往
復
共
三
十
日
問
ト
シ
、
第
廿
七
条
二
依

　
　
　
　
ラ
ス
シ
テ
乱
リ
ニ
出
勤
ヲ
惰
リ
タ
ル
者
ニ
ハ
、
第
三
拾
条
ヲ
適
用
ス

　
　
第
廿
九
条
　
第
廿
五
条
及
第
廿
八
条
ノ
帰
国
ヲ
為
ス
者
ニ
ハ
、
左
ノ
帰
国
旅
費

　
　
　
手
当
ヲ
給
ス

　
　
　
　
但
、
帰
国
セ
サ
ル
泣
目
ハ
支
給
ス
ル
ノ
限
二
非
ス

　
　
　
一
有
給
者

　
　
　
　
　
甲
等
旅
費
手
当
　
弐
円

　
　
　
　
　
乙
等
旅
費
手
当
　
壱
円
五
十
銭

　
　
　
一
無
給
者

　
　
　
　
　
実
費
ヲ
給
ス

　
　
　
　
　
　
第
五
章
　
本
則
施
行
方
士
罰
則

　
　
第
三
十
条
　
凡
本
則
二
従
ワ
サ
ル
雇
人
ハ
、
謎
責
減
俸
若
ク
ハ
減
等
解
傭
ノ
方

　
　
　
法
ヲ
以
テ
、
本
家
ハ
之
レ
ヲ
犯
罪
ノ
軽
重
ニ
ョ
リ
処
分
ス
ル
者
ト
ス
、
但
本

　
　
　
条
法
者
ノ
保
護
人
ト
認
ル
者
ハ
、
同
犯
ヲ
以
テ
論
シ
、
之
レ
ヲ
処
分
ス

　
　
第
計
一
条
凡
ソ
此
店
則
ヲ
改
正
加
除
ス
ル
ハ
、
家
長
支
配
人
等
ノ
意
見
ヲ
諮

　
　
　
問
シ
、
然
ル
後
之
ヲ
行
フ
ハ
家
長
ノ
歯
内
二
之
有
ル
者
ト
ス

　
ま
ず
、
大
阪
支
店
の
事
業
内
容
が
「
一
木
綿
　
二
売
薬
受
売
」
と
あ
る
。
こ
れ
は

本
村
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
二
十
一
年
四
月
「
支
店
規
則
」
で
は
「
支

店
ノ
商
業
及
ヒ
其
ノ
順
序
ヲ
定
ム
ル
」
と
し
て
＝
売
薬
　
二
木
綿
　
三
石
油
」
と

あ
っ
た
の
が
、
「
石
油
商
ヲ
除
ク
」
と
し
て
石
油
を
取
扱
商
品
か
ら
は
ず
し
、
さ
ら

に
木
綿
を
売
薬
よ
り
上
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
店
に
お
け
る
木
綿
の
取
扱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
純
益
金
は
、
四
〇
％
が
本
家
へ
の
配
当
、



二
〇
％
が
「
資
本
金
」
、
二
〇
％
が
「
準
備
金
」
と
し
て
支
店
の
資
産
と
な
り
、
残

り
二
〇
％
が
「
褒
美
金
」
と
し
て
店
員
に
支
給
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
利
益
処
分
法

と
し
て
、
利
益
金
を
本
家
（
配
当
）
・
支
店
（
留
保
）
・
店
員
（
褒
賞
）
に
分
割
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
い
わ
ゆ
る
三
ツ
割
制
度
が
適
応
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
店
員
に
対
し
利
益
額
に
応
じ

た
褒
賞
金
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勤
労
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
店
員
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
コ
雇
人
法
」
と
し
て
一
二
か
条

に
及
ぶ
詳
細
な
規
定
が
あ
り
、
本
店
則
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

給
料
は
毎
月
二
十
五
日
払
い
の
月
給
制
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
一
割
を
支
店
に
預

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

け
る
と
あ
り
、
江
戸
時
代
の
給
金
支
給
と
類
似
す
る
側
面
も
見
ら
れ
た
。
給
料
は
、

「
本
人
ノ
成
績
ニ
ョ
リ
与
フ
ル
モ
ノ
」
と
あ
り
、
一
応
能
力
を
反
映
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
給
料
は
す
べ
て
の
雇
人
に
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
若
年
の
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
無
給
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
仕
着
お
よ
び
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
仕
着
に
つ
い

て
は
、
「
為
仕
着
及
手
当
今
方
耳
垂
」
と
い
う
も
の
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
夏
季
は
扇
子
一
本
、
半
紙
三
折
、
単
物
一
枚
、
下
帯
一
筋
、
下
駄
一
足
、

冬
季
に
は
半
紙
三
折
、
綿
入
一
枚
、
帯
一
筋
、
前
掛
一
筋
、
白
足
袋
一
足
、
手
拭
一

筋
、
下
駄
一
足
、
お
よ
び
隔
年
に
股
引
一
足
、
宝
神
一
枚
が
一
品
ず
つ
支
給
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、
前
述
し
た
江
戸
時
代
の
仕
着
よ
り
は
、
夏
季
に
は
下
駄
一
足
が
増
え
、

冬
季
は
「
下
帯
一
」
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
様
の
仕
着
が
支
給
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
明
治
十
六
年
七
月
の
「
支
店
規
則
書
」
に
示
さ
れ

た
仕
着
と
も
、
基
本
的
に
は
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
在
所
登
り
制
度
に
つ
い
て
も
、
第
二
八
条
・
第
二
九
条
や
「
廿
七
才
以

下
帰
国
帰
序
早
見
」
が
こ
の
規
則
に
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
様
子
が
わ
か
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
一
一
歳
に
初
事
と
な
り
、
満
三
年
を
経
た
四
年
目
の
一
四
歳
で
一
番

明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

帰
国
が
行
わ
れ
、
往
復
期
間
を
含
め
三
〇
日
の
休
暇
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
二

年
ご
と
に
初
勤
か
ら
六
年
目
（
一
六
歳
）
に
二
番
帰
国
、
八
年
目
（
一
八
歳
）
に
三

番
帰
国
、
一
〇
年
目
（
二
〇
歳
）
に
四
番
帰
国
、
一
二
年
目
（
二
二
歳
）
に
五
番
帰

国
、
一
四
年
目
（
二
四
歳
）
に
六
番
帰
国
、
一
六
年
目
（
二
六
歳
）
に
七
番
帰
国
、

一
七
年
目
（
二
七
歳
）
か
ら
は
「
此
年
ヨ
リ
廿
五
条
ニ
ョ
リ
毎
年
休
暇
ヲ
与
フ
」
と

あ
り
、
毎
年
休
暇
が
与
え
ら
れ
た
。
休
暇
日
数
は
、
二
番
～
五
番
帰
国
は
往
復
期
問

を
含
め
二
〇
日
、
六
番
帰
国
・
七
番
帰
国
は
三
〇
日
で
あ
っ
た
。
一
七
年
目
以
降
の

毎
年
の
帰
国
は
、
第
二
五
条
に
コ
雇
人
年
内
ノ
休
暇
ハ
、
毎
年
店
卸
ノ
際
家
長
之
ヲ

定
メ
、
予
メ
其
日
数
ヲ
示
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
長
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
。

前
述
し
た
明
治
一
六
年
七
月
「
支
店
規
則
書
」
で
も
、
初
帰
国
は
初
勤
よ
り
満
三
年

を
経
て
行
わ
れ
、
二
番
帰
国
以
降
は
二
年
目
ご
と
、
二
七
歳
以
上
は
毎
年
帰
国
で
あ

り
、
同
様
の
規
定
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
支
店
規
則
は
、
第
六
条
に
「
凡
雇
人
ノ
解
雇
瀦
防
ヲ
要
ス
ル
場
合
ハ
、
予
メ

本
家
工
稟
請
シ
、
而
テ
本
家
ノ
命
令
ヲ
待
チ
、
后
チ
之
レ
ヲ
執
行
ス
ヘ
シ
」
と
か
、

第
七
条
に
「
本
家
ノ
認
許
ナ
ク
、
諸
般
ノ
思
惑
ハ
一
切
為
ス
ヲ
得
ス
」
と
あ
る
よ
う

に
、
本
家
の
絶
対
的
な
地
位
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
と
と
も
に
、
第
三
一
条
に
お

い
て
も
「
凡
ソ
此
店
則
ヲ
改
正
加
除
ス
ル
ハ
、
家
長
支
配
人
等
ノ
意
見
ヲ
諮
問
シ
、

然
ル
後
之
ヲ
行
フ
ハ
家
長
ノ
権
内
二
富
有
ル
者
ト
ス
」
と
あ
り
、
家
長
の
絶
対
的
権

限
が
そ
こ
に
保
証
さ
れ
て
い
た
。

四
　
明
治
三
十
五
年
一
月
「
家
則
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
最
後
に
明
治
三
十
五
年
一
月
「
家
蚕
」
を
見
て
お
こ
う
。
こ
の
家
苞
は
、
こ
れ
ま

で
の
規
則
が
集
大
成
さ
れ
た
精
緻
な
も
の
で
あ
り
、
五
章
四
九
か
条
か
ら
な
る
。
そ

二
一



滋
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こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
家
則
」
や
「
支
店
規
則
」
を
統
合
し
た
よ
う
な
内
容
と
な

　
　
　
（
2
1
＞

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
家
業
に
付
随
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
を
補
足
し
て
い
る
。
特
に
、
雇
用
に
関
す
る
規
定
が
多
く
、
近
代
に
お
け

る
正
野
家
の
雇
用
形
態
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
（
表
紙
）

「
明
治
三
十
五
年
一
月
二
十
日
発
表

　
　
　
家
家

　
　
　
　
　
　
　
正
野
本
家
部
所
蔵
」

　
　
　
予
選

　
　
　
　
　
第
一
章
　
惣
則
及
本
家
本
店
区
分

第
一
条
営
業
ノ
収
得
ヲ
明
確
ニ
ス
ル
為
メ
、
一
家
ヲ
分
割
シ
テ
本
家
本
店
両

　
部
ト
ス

第
二
条
　
営
業
二
使
用
ナ
キ
建
物
及
地
所
ヲ
本
家
部
ト
シ
、
其
他
ヲ
本
店
部
ト

　
ス

第
三
条
　
本
家
二
主
事
番
頭
差
配
下
女
下
男
子
供
若
干
名
ヲ
置
ク

第
四
条
　
本
店
部
ニ
ハ
取
締
役
壱
人
主
事
番
頭
手
代
以
下
子
供
二
型
ル
大
約
人

　
員
十
五
名
迄
ヲ
置
ク

第
五
条
　
本
家
部
本
店
五
三
二
生
ス
ル
諸
般
ノ
計
算
ハ
務
メ
テ
実
際
ニ
ヨ
ル
ト

　
難
ト
モ
、
其
混
同
シ
テ
分
チ
難
キ
者
ハ
金
高
ヲ
折
半
ス

第
六
条
飯
米
薪
炭
諸
雑
用
等
ハ
、
本
店
部
其
購
入
ヲ
ナ
シ
、
本
家
部
二
係
ル

　
分
ハ
、
追
テ
本
家
部
ヨ
リ
支
払
フ

第
七
条
　
本
家
部
力
本
店
部
ノ
物
品
ヲ
購
入
ノ
ト
キ
ハ
、
通
帳
ヲ
用
ユ

第
八
条
　
前
条
通
帳
二
記
入
シ
得
サ
ル
諸
差
引
ハ
通
知
伝
票
ニ
ョ
リ
帳
合
ス

第
九
条
　
本
店
部
ノ
資
本
金
ハ
現
在
ノ
売
薬
在
品
薬
種
其
他
一
般
商
品
ノ
原
価

二
二

　
旧
藩
高
ヲ
以
テ
之
レ
ヲ
立
ツ

　
　
但
、
次
期
決
算
ヨ
リ
ハ
、
薬
種
ハ
其
当
時
ノ
相
場
表
ヨ
リ
一
割
五
分
ヲ
引

　
　
　
下
ゲ
、
価
不
明
ノ
者
ハ
評
価
ヲ
以
テ
定
ム

第
十
条
　
当
家
古
来
大
切
ノ
売
薬
ヲ
製
ス
ル
烏
口
、
其
原
料
ヲ
薬
種
課
又
ハ
他

　
店
ヨ
リ
買
入
、
本
家
部
ニ
テ
仕
上
ケ
相
当
原
価
ヲ
定
メ
、
本
店
売
薬
課
工
譲

　
渡
ス

第
十
一
条
本
家
本
店
両
部
ノ
差
引
勘
定
ハ
毎
半
決
算
期
二
之
レ
ヲ
受
授
ス

第
十
二
条
　
本
家
本
店
両
部
ノ
貸
借
利
子
ハ
銀
行
当
座
日
歩
ト
ス

　
　
但
シ
、
他
店
ヨ
リ
一
時
借
入
ノ
場
合
ハ
、
其
支
払
フ
利
子
ト
ス

　
　
　
　
　
第
二
章
　
本
店

第
十
三
条
　
営
業
部
ヲ
左
ノ
ニ
課
ト
ス

　
一
売
薬
課
　
　
　
二
薬
種
課

　
　
但
、
諸
手
数
料
ハ
売
薬
心
張
、
其
他
ハ
薬
種
課
二
言
ス

第
十
四
条
　
凡
売
薬
ノ
衣
掛
能
書
ノ
印
棚
荷
作
リ
等
発
売
出
荷
迄
ノ
諸
手
順
ヲ

　
為
サ
シ
ム
ル
為
、
装
置
方
ヲ
置
ク

第
十
五
条
　
本
店
部
一
切
ヲ
統
括
ス
ル
為
元
方
ヲ
置
キ
、
取
締
役
主
事
之
二
当

　
ル

第
十
六
条
　
本
店
部
限
リ
金
ノ
融
通
ヲ
為
シ
、
又
県
立
ノ
保
証
二
立
ヲ
許
サ
ス

第
十
七
条
　
取
引
上
貸
舟
出
来
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
望
ミ
ナ
キ
者
店
卸
決
算
二
除

　
去
ス

第
十
八
条
　
店
卸
決
算
期
ハ
、
毎
年
四
月
薬
日
十
月
計
日
限
リ
之
レ
ヲ
行
フ

　
　
但
シ
、
十
月
三
十
日
本
勘
定
ト
ス

第
十
九
条
　
店
卸
精
算
結
局
左
之
通
ト
ス

　
一
睡
何
円
売
薬
課
純
益
　
　
二
金
掻
円
薬
種
課
純
益



　
　
右
計

　
　
　
見
切
品
其
他
特
別
ノ
除
物
、
此
処
ヨ
リ
減
ス

　
　
差
引

　
　
　
十
分
ノ
三
　
　
褒
賞
金

　
　
　
十
分
ノ
三
　
　
準
備
金

　
　
　
十
分
ノ
四
　
　
本
家
部
所
得

第
廿
条
　
準
備
金
ハ
本
家
部
ノ
保
管
ト
ス

第
廿
一
条
褒
賞
金
堂
終
身
雇
人
一
般
二
分
与
ス
、
店
部
決
算
ノ
後
家
長
ハ
雇

　
人
ノ
勤
惰
其
他
ヲ
査
定
シ
、
各
人
工
金
額
記
入
ノ
賞
状
ヲ
授
与
ス
、
而
シ
テ

　
現
金
ハ
次
期
本
勘
定
二
相
渡
ス
、
其
預
リ
ト
ナ
ル
分
ハ
定
法
ノ
利
子
ヲ
付
ス

第
廿
二
条
　
納
税
金
ノ
内
営
業
税
又
所
得
税
ノ
前
半
部
二
関
ス
ル
部
分
ハ
本
店

　
部
ヨ
リ
納
付
シ
、
其
他
ハ
実
際
ニ
ョ
リ
区
分
ス

第
廿
三
条
商
品
一
切
ヲ
取
締
ル
為
メ
、
毎
月
末
売
薬
課
薬
種
課
及
装
置
方
立

　
合
、
取
締
役
或
ハ
本
店
部
主
事
之
レ
カ
主
任
ト
ナ
リ
、
整
理
ヲ
為
シ
出
納
ヲ

　
明
カ
ニ
ス
ベ
シ

第
廿
四
条
　
本
則
二
掲
ク
ル
定
法
利
子
ハ
年
五
朱
ト
ス

　
　
　
　
　
第
三
章
　
給
料

第
廿
五
条
　
給
料
ハ
毎
年
店
卸
本
勘
定
ノ
後
家
長
其
額
ヲ
定
メ
、
各
本
人
へ
通

　
知
シ
、
本
家
部
ハ
本
家
ヨ
リ
本
店
暴
圧
本
店
ヨ
リ
之
レ
ヲ
支
給
ス

第
廿
六
条
　
給
料
ハ
仕
着
セ
上
リ
ノ
年
ヨ
リ
渡
ス

第
廿
七
条
　
給
料
定
額
差
引
以
上
ノ
分
ハ
、
店
卸
本
勘
定
後
ヨ
リ
定
法
利
子
ヲ

　
付
ス

第
廿
八
条
給
料
以
上
ノ
貸
金
ハ
成
ラ
サ
ル
筈
ナ
ル
モ
、
万
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事

　
故
ア
リ
、
少
額
ノ
金
員
貸
過
ト
成
ル
ト
キ
ハ
、
必
ス
相
当
担
保
差
入
シ
ム
ル

明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

　
カ
、
又
ハ
手
堅
キ
保
証
人
ヲ
要
ス

　
　
　
　
　
第
四
章
　
雇
人
法

第
廿
九
条
　
当
家
之
雇
人
ハ
、
左
之
三
種
ト
ス

　
一
終
身
雇
人
　
　
二
特
別
雇
人
　
　
三
一
時
雇
人

　
　
但
シ
、
終
身
雇
人
ハ
幼
年
ヨ
リ
自
分
一
代
雇
使
ノ
約
ア
ル
ヲ
云
ヒ
、
特
別

　
　
　
雇
人
ハ
予
メ
給
料
ヲ
定
メ
雇
入
ル
・
ヲ
云
ヒ
、
一
時
雇
人
ハ
下
女
下
男

　
　
　
ヲ
云
フ

第
計
条
　
特
別
雇
人
ハ
年
功
ニ
ョ
リ
増
給
ヲ
受
ク
ル
モ
、
利
益
ノ
賞
与
ヲ
受
ク

　
ヲ
得
ス

第
計
一
条
　
一
時
雇
人
ノ
諸
規
程
ハ
本
家
部
ニ
テ
別
二
野
ム

第
光
二
条
幼
年
雇
人
弾
初
メ
本
家
部
二
使
用
シ
、
本
店
或
ハ
支
店
ノ
入
用
ヲ

　
待
チ
、
其
在
勤
所
属
ヲ
定
ム

早
計
三
条
　
幼
年
雇
人
曲
筆
別
勘
定
ム
ル
物
品
ヲ
給
ス
、
之
レ
ヲ
仕
着
セ
中
ト

　
云
フ

第
計
四
条
　
幼
年
雇
人
ニ
ハ
相
当
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
、
営
業
上
必
要
ナ
ル
読
書
作

　
文
算
術
ヲ
修
メ
シ
ム

第
計
五
条
　
幼
年
雇
人
十
六
年
二
達
ス
ル
ト
キ
、
第
壱
号
書
式
ノ
誓
約
ヲ
為
サ

　
シ
ム

第
計
六
条
　
幼
年
雇
人
ニ
シ
テ
本
店
部
ノ
所
属
在
勤
者
ニ
ハ
仕
着
セ
中
一
ケ
年

　
五
十
銭
以
上
弐
円
迄
ノ
小
遣
ヲ
与
フ
、
支
店
在
勤
ノ
者
ハ
支
店
々
則
ニ
ヨ
ル

第
計
七
条
　
雇
人
年
内
ノ
休
暇
ヲ
定
ム
ル
下
之
如
シ

　
　
十
二
年
　
　
仮
リ
ニ
初
出
勤
ト
ス
　
　
廿
弐
年

掛
　
十
三
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
三
年

　
　
十
四
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
四
年
　
　
以
上
年
内
三
十
日

二
三



滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
　
第
三
十
九
号

十
五
年

十
六
年

十
七
年

十
八
年

十
九
年

二
十
年

廿
一
年

以
上
年
内
十
日

以
上
年
内
廿
日

廿
五
年

廿
六
年

廿
七
年

廿
八
年

廿
九
年

三
十
年

三
十
一
年

　
右
ノ
外
大
祭
日
地
方
大
祭
八
月
八
日
ハ
休
暇
ト
ス

第
計
八
条
　
休
暇
日
数
前
条
以
上
二
渉
ル
者
ハ
、

　
ヲ
減
ス

第
計
九
条

　
部
ノ
諸
用
ヲ
為
サ
シ
ム

第
四
十
条
　
雇
人
ノ
昇
給
ハ
大
別
シ
テ
左
ノ
通
ト
ス

　
　
若
者
　
　
手
代
　
　
番
頭
　
　
主
事
　
　
取
締

第
四
十
一
条

　
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
以
テ
シ
、

第
四
十
二
条
　
雇
人
中
病
者
ア
レ
バ
、

　
ハ
自
弁
タ
ル
ベ
シ

　
　
但
シ
、

　
　
　
二
非
ス

第
四
十
三
条

以
上
年
内
三
十
五
日

以
上
年
内
四
十
日

以
后
ハ
年
内
五
十
日

其
欠
勤
日
数
二
割
当
テ
給
料

雇
入
ニ
ハ
本
家
本
店
ノ
両
部
属
ア
リ
ト
難
モ
、
平
素
相
通
シ
テ
両

自
身
若
ク
ハ
重
キ
親
族
二
病
者
有
リ
為
メ
ニ
生
ス
ル
休
暇
ハ
、

　
　
　
　
　
其
他
ハ
特
別
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
十
日
迄
ハ
診
察
料
薬
価
ヲ
与
フ
、
其
余

不
品
行
又
ハ
諭
旨
二
従
ワ
サ
ル
ヨ
リ
発
シ
タ
ル
病
気
ハ
、
此
限
リ

　
　
　
　
　
　
凡
給
料
ヲ
受
ク
ル
以
来
恪
勤
十
年
以
上
二
曲
ヒ
、
将
来
・
王
家
二

　
充
分
ノ
見
込
ア
リ
ト
認
ム
ル
斜
里
家
長
別
家
等
ノ
意
見
ヲ
問
ヒ
別
家
二
昇
進

　
ス
、
此
場
合
ハ
別
二
定
ム
ル
別
家
法
ニ
ヨ
ル

第
四
十
四
条
　
寒
製
ハ
当
家
大
切
ノ
事
業
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
若
シ
当
時
者
二
欠
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
ヲ
生
ス
レ
ハ
前
条
相
当
者
ヨ
リ
撰
抜
ス
、
此
場
合
ハ
第
　
号
書
式
ノ
誓
約
ヲ

　
為
サ
シ
ム

第
四
十
五
条
　
主
家
厄
難
ア
ル
ニ
際
シ
、
若
ク
ハ
雇
主
自
カ
ラ
家
政
ヲ
執
ル
能

　
ワ
サ
ル
ト
キ
、
衆
二
超
タ
ル
功
労
ア
ル
者
ハ
、
特
功
者
ト
シ
テ
親
族
別
家
等

　
ノ
協
議
ヲ
経
テ
行
賞
ス

第
四
十
六
条
　
終
身
雇
人
ハ
故
ナ
ク
解
放
セ
ス
ト
錐
ト
モ
、
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事

　
故
ア
リ
解
雇
申
渡
ス
時
ハ
三
ケ
月
分
ノ
給
料
ヲ
与
フ

　
　
但
、
自
己
退
身
ヲ
望
ミ
又
ハ
不
都
合
ノ
処
行
ア
ル
者
ハ
、
此
限
リ
ニ
非
ス

　
　
　
　
　
第
五
章
　
　
附
則

第
四
十
七
条
　
本
則
二
違
背
ス
ル
者
ハ
、
別
家
等
ノ
意
見
ヲ
問
ヒ
、
別
二
定
ム

　
ル
雇
人
懲
戒
法
ニ
ヨ
ル

第
四
十
八
条
　
当
家
ハ
日
野
商
人
組
合
二
加
盟
シ
、
組
合
雇
人
規
定
ヲ
守
ル

第
四
十
九
条
　
本
則
ノ
改
正
増
減
ヲ
要
ス
ル
時
ハ
、
家
長
予
メ
其
事
由
ヲ
説
明

　
シ
、
別
家
等
ノ
意
見
ヲ
問
ヒ
、
然
ル
後
重
キ
近
親
族
ノ
協
賛
ヲ
経
テ
執
行
ス

　
　
　
家
則
第
三
十
三
条
　
幼
年
雇
人
支
給
規
程

第
一
項
　
幼
年
雇
人
仕
着
恒
温
左
之
通
リ
支
給
ス

　
夏
期
ハ

冬
期
ハ

伊
勢
縞
単
物
一
枚

手
拭
一
筋

下
駄
一
足

伊
勢
縞
綿
入
一
枚

小
倉
帯
一
筋

下
駄
一
足

半
紙
三
折

下
帯
一
筋
　
十
三
年
目
ヨ
リ
給
ス

半
紙
三
折

扇
子
一
本

（
禰
衿
）
（
股
引
）
隔
年
一
品
宛

前
掛
一
筋

足
袋
一
足

手
拭
一
筋



　
右
之
外
山
ハ
素
麺
一
袋
、
冬
ハ
御
鏡
（
料
）
里
方
土
産
ト
シ
テ
遣
ス

第
二
項
仕
着
セ
上
リ
ノ
年
ハ
、
夏
ハ
伊
勢
縞
単
物
二
換
ユ
ル
ニ
安
部
屋
或
ハ

　
近
江
産
ノ
帷
子
一
枚
、
冬
ハ
ニ
子
縞
羽
織
一
枚
伊
勢
縞
二
換
ユ
ル
ニ
ニ
子
縞

　
綿
入
一
枚
ヲ
給
ス

　
　
　
家
則
第
三
十
四
条
　
幼
年
雇
人
修
学
法

第
一
項
　
高
等
小
学
校
二
用
ユ
ル
読
本
、
習
字
、
作
文
、
算
術
、
薬
種
類
価
付

　
ア
ル
新
聞
雑
誌

第
二
項
　
平
素
前
項
ノ
教
課
ヲ
習
熟
セ
シ
メ
、
年
内
少
ナ
ク
モ
ニ
回
以
上
ノ
試

　
験
ヲ
行
フ

第
三
項
　
右
教
課
二
必
用
ノ
書
籍
ハ
之
レ
ヲ
貸
与
ス

　
　
　
家
則
第
三
十
五
条
　
雇
人
誓
約
書
式
（
第
一
号
）

　
　
　
　
　
誓
約
書

私
義
今
般
貴
殿
二
御
雇
ヒ
被
下
候
足
付
テ
ハ
、
当
務
勉
励
下
仕
ハ
勿
論
左
ノ
各

項
確
守
可
仕
候
也

一
貴
家
ノ
御
成
規
ハ
勿
論
都
テ
上
役
ノ
御
申
聞
ケ
ハ
、
相
背
キ
申
玉
敷
十

一
御
給
物
ノ
外
一
切
借
用
不
仕
候
十

一
御
都
合
ニ
テ
退
身
相
願
候
節
ハ
、
必
半
年
間
前
以
テ
其
事
由
申
上
候
十

一
金
銭
遣
込
其
他
不
筋
ノ
義
仕
候
節
ハ
、
何
時
退
身
被
仰
聞
候
ト
モ
、
異
議
ナ

　
ク
退
去
仕
御
損
難
等
相
掛
候
忌
門
、
聖
旨
不
抱
保
証
人
ヨ
リ
屹
度
将
明
可
仕

　
候
事

右
之
条
々
誓
約
仕
保
証
人
連
署
仕
候
処
、
依
テ
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
　
　
郡
　
　
町
　
　
村
　
　
番
地

　
　
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

年
　
月
　
日

全全

右
本
人

保
証
人

保
．
証
人

何
之
誰

何
之
誰

何
之
誰

　
　
　
　
正
野
玄
三
殿

　
　
　
家
則
第
四
十
三
条
　
別
家
法

馬
一
項
　
別
家
二
取
立
ツ
ル
者
ハ
、
終
身
雇
人
中
恪
勤
十
年
以
上
ニ
シ
テ
将
来

　
当
家
二
対
シ
有
望
ト
認
ム
ル
者
ヲ
撰
抜
シ
、
別
家
等
ノ
意
見
ヲ
諮
訊
シ
、
異

　
議
ナ
キ
ニ
於
テ
命
令
ス

第
二
項
　
別
家
ノ
命
令
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
ハ
本
家
部
ヨ
リ
左
ノ
通
り
給
与
ス

　
一
金
百
円
以
上

　
一
金
三
十
円
以
上

　
一
罪
壱
円
以
上

　
一
三
ツ
組
盃

　
二
扇
子

　
一
羽
織
袴

　
一
懐
中
時
計

　
以
上

第
三
項

第
一
号
書
式

三
百
円
迄

百
円
迄

三
円
迄

台
付

　
　
　
別
家
取
立
ノ
枯
痩
、

号
書
式
ノ
請
書
ヲ
徴
ス

　
　
　
　
譲
り
渡
一
札

左
記
第
一
号
書
式
ノ
譲
渡
書
ヲ
交
付
シ
、

家
屋
料

道
具
料

布
機
上

一
組

一
箱

一
具
（
料
金
五
円
以
上
十
五
円
迄
）

一
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二

二
五



滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
　
第
三
十
九
号

第
二
項
ノ
品
目
列
記

以
上

右
ハ
其
許
年
月
ヨ
リ
年
月
二
到
ル
都
テ
年
間
無
事
勤
績
特
別
忠
実

ノ
功
労
ヲ
以
テ
、
今
般
別
家
宿
這
入
致
サ
セ
、
前
書
立
通
リ
譲
渡
且
長
崎
屋
々

号
差
五
爵
、
然
ル
上
郡
示
後
当
家
二
対
シ
一
層
実
意
ヲ
以
テ
相
勤
可
美
ハ
勿
論
、

此
度
申
渡
ノ
個
条
ハ
子
孫
二
至
ル
迄
失
意
之
レ
無
様
可
致
候
、
価
テ
譲
渡
証
如

件
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
何
世
　
玄
三

　
　
　
　
何
之
誰
殿

第
二
号
書
式

　
　
　
　
　
御
請
書

品
目
列
記

以
上

右
ハ
私
義
今
般
別
家
宿
這
入
画
面
付
年
月
以
来
給
料
拝
受
仕
口
外
、
更
二

前
書
南
通
リ
御
譲
渡
被
成
下
、
何
レ
モ
出
格
之
御
思
召
二
依
ル
義
ニ
シ
テ
、
千

万
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
然
ル
上
ハ
向
後
御
本
家
跡
一
層
実
意
ヲ
以
テ
相
勤
可

申
御
申
渡
ノ
個
条
ハ
屹
度
相
守
、
其
他
都
テ
御
本
家
ノ
御
家
風
相
背
キ
申
問
敷
、

万
一
雷
同
勿
論
妻
子
後
代
タ
リ
ト
モ
御
恩
ヲ
忘
却
シ
、
不
欝
ノ
処
行
有
之
ト
キ

ハ
、
親
之
親
類
罷
出
如
何
様
ノ
御
申
聞
有
之
モ
一
言
申
訳
前
之
候
、
為
後
日
御

受
書
一
札
如
件

　
　
　
年
月
日
　
　
　

国
郡
町
村
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
之
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
親
又
ハ
重
ナ
ル
親
族
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
　
　
　
何
之
誰

二
六

　
　
　
正
野
玄
三
殿

第
四
項
　
別
家
申
渡
例
左
ノ
通

一
当
家
支
障
ノ
商
業
ハ
子
孫
末
々
二
至
ル
迄
一
切
貸
間
敷
事

　
年
内
式
日
高
欄
本
人
ハ
勿
論
妻
子
永
世
堅
ク
相
勤
ム
ヘ
キ
事

一
当
家
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
縁
組
ヲ
為
シ
、
又
ハ
他
ノ
保
証
二
立
間
忌
事

一
諸
相
場
二
手
出
シ
致
サ
・
ル
事

一
親
二
孝
養
神
仏
大
切
二
家
事
倹
約
ヲ
心
懸
ケ
、
屹
度
相
慎
ベ
キ
事

　
　
　
　
　
家
則
第
四
十
四
条
書
式

　
　
　
　
　
　
　
御
規
定
一
札

　
　
一
此
度
私
義
格
別
ノ
御
引
立
ヲ
以
テ
御
大
切
ノ
製
薬
御
手
伝
被
仰
付
難
有
拝
承

　
　
　
仕
候
、
然
ル
上
ハ
私
身
分
如
何
ノ
義
有
之
候
共
、
右
製
薬
調
合
ノ
薬
味
井
二

　
　
　
製
法
等
、
他
人
傍
輩
ハ
勿
論
親
子
タ
ル
ト
モ
一
切
申
聞
ケ
問
敷
候
、
万
一
口

　
　
　
外
経
候
節
ハ
、
私
身
体
如
何
様
ノ
御
処
分
相
成
候
ト
モ
、
其
際
一
言
ノ
申
訳

　
　
　
無
之
候
、
槌
骨
向
後
御
奉
公
万
事
実
意
ヲ
以
テ
大
切
二
相
勤
可
申
候
、
為
後

　
　
　
日
御
規
定
一
札
二
士

　
　
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
勤
人
　
何
之
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
人
　
　
何
之
誰

　
　
　
　
　
　
正
野
玄
三
殿

　
そ
こ
で
は
、
本
家
と
本
店
と
が
前
述
し
た
明
治
二
十
一
年
目
「
家
計
」
よ
り
も
、

厳
密
に
区
別
さ
れ
、
雇
人
の
配
置
も
本
家
に
は
「
主
事
番
頭
差
配
下
女
下
男
子
供
若

干
名
」
、
本
店
に
は
「
取
締
役
壱
人
主
事
番
頭
手
代
以
下
子
供
二
至
ル
大
約
人
員
十

五
名
迄
」
を
置
く
と
人
数
を
示
し
て
区
別
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
店
の
営
業
部
に
は
、

売
薬
課
と
薬
種
課
が
置
か
れ
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
純
益
も
区
別
し
た
。
本
店
の
利



益
処
分
は
、
前
述
し
た
三
ツ
割
制
度
が
適
用
さ
れ
、
本
家
部
へ
四
〇
％
、
本
店
の
準

備
金
へ
三
〇
％
、
店
員
へ
の
褒
賞
金
三
〇
％
で
あ
り
、
前
述
し
た
明
治
二
四
年
目

「
支
店
規
則
」
の
本
家
配
当
四
〇
％
、
資
本
金
・
準
備
金
四
〇
％
、
褒
美
金
二
〇
％

に
比
べ
、
店
員
へ
の
割
合
が
少
し
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
雇
人
に
は
、
幼
年
か
ら
雇
い
入
れ
ら
れ
た
終
身
雇
人
、
予
め
給
料
を
定
め
た
特
別

雇
人
、
下
男
下
女
の
一
時
雇
人
の
三
種
が
あ
る
が
、
終
身
雇
人
が
基
本
と
な
る
。
幼

年
雇
人
（
終
身
雇
人
の
見
習
い
）
は
、
最
初
本
家
部
で
使
用
し
、
そ
の
豆
本
支
店
へ

配
属
さ
れ
た
。
幼
年
雇
人
に
は
仕
着
が
支
給
さ
れ
、
仕
着
上
り
の
年
よ
り
給
金
が
支

給
さ
れ
た
。
第
三
三
条
の
「
幼
年
雇
人
支
給
規
程
」
に
よ
れ
ば
、
夏
期
と
冬
期
に
分

け
て
、
従
来
と
ほ
ぼ
同
様
な
も
の
が
支
給
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
三
六
条
に
よ
れ
ば
、

本
店
部
在
勤
の
者
に
は
、
仕
着
以
外
に
、
年
に
五
〇
銭
～
二
円
の
小
遣
も
与
え
ら
れ

た
。
幼
年
雇
人
に
は
、
第
三
四
条
「
幼
年
雇
人
修
学
法
」
に
あ
る
よ
う
に
高
等
小
学

校
程
度
の
読
書
・
習
字
・
作
文
・
算
術
な
ど
営
業
上
必
要
な
知
識
を
教
え
た
。

　
こ
の
「
家
則
」
で
は
、
本
家
・
本
店
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
支
店
の
規
則
は

別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
在
所
登
り
制
度
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
代
わ
り

に
第
三
七
条
に
、
雇
人
の
年
内
休
暇
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
二
歳
で

初
出
勤
し
た
と
す
る
と
、
一
六
歳
ま
で
は
年
内
に
一
〇
日
、
二
〇
歳
ま
で
は
二
〇
日
、

二
四
歳
ま
で
は
三
〇
日
、
二
七
歳
ま
で
は
三
五
日
、
三
〇
歳
ま
で
は
四
〇
日
で
、
三

一
歳
以
後
は
五
〇
日
の
休
暇
が
あ
り
、
勤
続
年
数
が
長
く
な
る
に
つ
れ
、
休
暇
日
数

も
増
加
し
た
。
雇
人
の
昇
給
は
、
若
者
、
手
代
、
番
頭
、
主
事
、
取
締
の
順
と
な
っ

て
い
た
。

　
別
家
へ
の
取
立
て
は
、
第
四
三
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
給
料
を
受
け
て
以
来
一

〇
年
以
上
恪
勤
し
、
将
来
見
込
み
が
あ
る
と
認
め
た
者
を
家
長
・
別
家
等
の
意
見
を

聞
い
て
別
家
に
昇
進
さ
せ
た
。
第
四
三
条
の
「
別
家
法
」
に
よ
れ
ば
、
別
家
に
あ
た

明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

っ
て
は
、
本
家
部
か
ら
家
屋
料
（
一
〇
〇
～
三
〇
〇
円
）
、
道
具
料
（
三
〇
～
一
〇

〇
円
）
、
布
簾
舞
（
一
～
三
円
）
、
三
ツ
組
盃
一
組
、
扇
子
一
箱
、
羽
織
袴
一
具
、
懐

中
時
計
一
個
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
正
野
家
の
別
家
に

与
え
ら
れ
た
家
屋
敷
普
請
料
、
諸
道
具
料
、
布
簾
一
連
、
三
ツ
組
盃
一
箱
、
麻
上
下

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

一
組
、
夜
具
一
流
な
ど
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
と
な
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
別
家
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
家
に
支
障
と
な
る
商
業
は
行
っ
て
は
い
け

な
い
こ
と
、
式
日
に
は
妻
子
も
含
め
本
家
に
勤
め
る
こ
と
、
本
家
の
許
可
な
く
縁
組

を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
多
く
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
、
別
家
と
し
て
独
立
し
て

か
ら
も
本
家
の
従
属
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
製
薬
業
は
秘
伝
を

重
ん
じ
る
た
め
、
第
四
四
条
書
式
に
は
「
製
薬
調
合
ノ
薬
味
井
二
製
法
等
、
他
人
傍

輩
ハ
勿
論
親
子
タ
ル
ト
モ
一
切
盛
聞
ケ
問
敷
候
」
と
あ
り
、
秘
密
保
持
が
厳
し
く
規

定
さ
れ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
第
四
七
条
に
付
さ
れ
た
コ
雇
人
懲
戒
法
」
で
は
、
雇
人
の
過
失
と
し
て
、

「
欠
勤
多
キ
者
」
「
整
理
不
届
ノ
者
」
「
傍
輩
不
和
ノ
者
」
「
家
則
二
従
ワ
サ
ル
者
」

「
素
行
修
マ
ラ
サ
ル
者
」
「
此
他
不
都
合
ノ
処
罰
ア
ル
者
」
を
あ
げ
て
い
る
。
懲
戒
法

に
は
、
軽
謎
責
、
重
群
盗
、
減
等
、
減
俸
、
賞
与
返
還
、
諭
旨
退
身
、
解
除
が
あ
り
、

酌
量
事
項
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
賞
与
金
の
基
準
に
は
、
第
一
に
勤
勉
、
第
二
に
素

行
、
第
三
に
欠
勤
、
第
四
に
疾
病
、
第
五
に
学
識
、
第
六
に
給
料
が
あ
げ
ら
れ
、
家

長
が
そ
れ
ら
を
斜
酌
し
て
金
額
を
決
定
し
た
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
明
治
期
に
お
け
る
正
野
家
の
家
則
と
店
則
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
店
則

に
つ
い
て
は
、
明
治
十
三
年
の
大
阪
支
店
設
置
に
と
も
な
い
「
規
定
」
（
同
十
三
年
）
、

二
七



滋
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「
大
坂
支
店
規
則
書
」
（
同
十
四
年
）
、
「
支
店
規
則
書
」
（
同
十
六
年
）
が
制
定
さ
れ
、

最
終
的
に
は
同
二
十
一
年
と
同
二
十
四
年
の
「
支
店
規
則
」
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

っ
た
。
家
則
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
一
年
に
「
家
則
創
定
ノ
主
意
」
が
定
め
ら
れ
、

家
政
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。
本
家
と
商
業
部
（
店
方
）
の
区
分
を
行
い
、
家
政
と
事

業
活
動
と
の
分
離
を
明
確
化
し
た
。
明
治
三
十
五
年
の
「
家
則
」
は
、
そ
れ
ま
で
の

規
則
の
集
大
成
を
し
た
よ
う
な
精
緻
な
も
の
で
あ
り
、
本
家
と
本
店
と
の
関
係
を
よ

り
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
規
則
に
お
い
て
は
、
雇
用
に
関
す
る
規

定
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
同
家
の
経
営
に
お
い
て
は
雇
用

問
題
が
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
則
で

は
、
次
の
よ
う
に
近
江
商
人
の
雇
用
形
態
に
お
い
て
見
ら
れ
た
仕
着
制
度
、
在
所
登

り
制
度
、
別
家
制
度
な
ど
の
江
戸
時
代
以
来
の
慣
行
が
明
治
期
に
至
っ
て
も
正
野
家

に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
。

　
第
↓
に
、
江
戸
時
代
に
支
店
が
な
か
っ
た
正
野
家
に
と
っ
て
は
、
元
来
在
所
登
り

制
度
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
十
三
年
に
大
阪
支
店
を
開
設
し
た
こ
と

に
よ
り
、
他
の
近
江
商
人
と
同
様
に
在
所
登
り
制
度
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
内
容
は
、
初
帰
国
（
初
登
り
）
は
初
出
勤
（
一
一
歳
）
か
ら
満
三
年
経
た
年
に
、

二
度
帰
国
（
二
度
登
り
）
は
初
帰
国
か
ら
二
年
目
で
、
そ
れ
以
降
二
年
目
ご
と
、
二

七
歳
以
上
に
な
る
と
毎
年
帰
国
が
許
さ
れ
、
正
副
支
配
人
に
な
る
と
年
に
二
度
帰
国

す
る
こ
と
、
帰
国
期
間
は
往
復
旅
日
を
含
め
年
間
二
〇
～
三
〇
日
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
登
り
間
隔
や
休
暇
期
間
の
短
さ
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大

阪
支
店
と
近
江
本
家
と
の
距
離
や
交
通
の
発
達
な
ど
に
よ
っ
て
在
所
登
り
制
度
は
変

容
し
て
い
る
も
の
の
、
支
店
設
置
を
契
機
に
こ
れ
ま
で
同
家
に
存
在
し
な
か
っ
た
制

度
を
新
た
に
設
け
た
と
こ
ろ
に
、
正
野
家
の
近
江
商
人
と
し
て
の
性
格
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
た
。

二
入

　
第
二
に
、
仕
着
制
度
に
つ
い
て
も
、
正
野
家
で
は
初
勤
よ
り
一
八
歳
ま
で
行
わ
れ

て
い
た
。
夏
に
は
、
伊
勢
縞
単
物
、
手
拭
、
下
帯
が
、
冬
に
は
、
伊
勢
縞
綿
入
、
小

倉
帯
、
前
掛
、
下
駄
、
足
袋
、
下
帯
が
支
給
さ
れ
た
。
正
野
家
で
は
、
江
戸
時
代
か

ら
仕
着
制
度
が
あ
り
、
奉
公
人
に
対
し
盆
と
暮
に
奉
公
人
の
階
層
に
応
じ
て
仕
着
が

支
給
さ
れ
た
。
仕
着
品
の
内
容
は
、
明
治
期
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
同
様
の
品
物

が
一
八
歳
以
下
の
店
員
に
支
給
さ
れ
、
同
家
の
仕
着
制
度
は
明
治
期
に
お
い
て
も
生

き
て
い
た
。

　
第
三
に
、
別
家
制
度
も
、
正
野
家
で
は
江
戸
時
代
以
来
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

別
家
に
は
、
給
料
を
受
け
て
以
来
一
〇
年
以
上
恪
勤
し
、
将
来
見
込
み
が
あ
る
と
認

め
た
者
を
家
長
・
別
家
等
の
意
見
を
聞
い
て
別
家
と
し
た
。
別
家
す
る
際
に
は
、
本

家
部
か
ら
家
屋
料
、
道
具
料
、
青
簾
料
、
三
ツ
組
盃
一
組
、
扇
子
一
箱
、
羽
織
袴
一

具
、
懐
中
時
計
一
個
な
ど
江
戸
時
代
の
別
家
と
同
様
な
品
々
が
与
え
ら
れ
た
。
さ
ら

に
、
別
家
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
家
に
支
障
と
な
る
商
業
は
行
っ
て
は
い
け
な
い

こ
と
、
式
日
に
は
妻
子
も
含
め
本
家
に
勤
め
る
こ
と
、
本
家
の
許
可
な
く
縁
組
を
し

て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
多
く
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
、
依
然
と
し
て
別
家
は
本
家
を

中
心
と
し
た
家
業
体
制
の
中
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
正
野
家
の
基
本
的
な
経
営
指
針
を
示
す
家
則
や
店
則
に

お
い
て
も
、
多
少
の
変
容
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、
近
江
商
人
に
お
い
て
見
ら
れ
た
雇

用
慣
行
が
根
強
く
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注　
（
1
）
　
正
野
家
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
西
川
嘉
男
「
元
禄
・
享
保
期
に
お
け
る
前

　
　
期
的
資
本
の
動
向
」
（
『
史
林
』
第
四
二
巻
第
五
号
、
一
九
五
九
年
）
、
脇
田
修
「
元

　
　
禄
・
享
保
期
近
江
商
人
の
一
経
営
　
　
日
野
・
正
野
家
『
惣
勘
定
仕
上
帳
』
に
つ
℃



　
　
い
て
　
　
」
（
『
国
史
論
集
』
読
史
会
、
一
九
五
九
年
）
、
本
村
希
代
「
近
江
商
人

　
　
の
創
同
期
の
軌
跡
ー
ー
初
代
正
野
玄
三
の
場
合
I
I
」
（
同
志
社
大
学
『
経
済
学

　
　
論
叢
』
第
五
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
合

　
　
薬
流
通
」
（
『
経
営
史
学
』
第
三
九
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
）
、
同
「
明
治
期
に

　
　
お
け
る
近
江
商
人
の
企
業
家
活
動
　
　
正
野
玄
三
家
の
事
例
　
　
」
（
『
企
業
家
研

　
　
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）
、
拙
稿
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
事
業
と
奉
公

　
　
人
」
（
徳
永
俊
光
・
本
多
三
郎
編
『
経
済
史
再
考
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
、

　
　
同
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
奉
公
人
と
給
金
」
（
『
大
阪
大
学
経
済
学
』
第
五
四

　
　
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

（
2
）
　
本
村
「
近
江
商
人
の
創
業
期
の
軌
跡
」
（
三
八
～
四
五
頁
）
。
そ
こ
で
は
、
宝

　
　
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
一
二
か
条
か
ら
な
る
家
訓
を
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ

　
　
の
内
容
は
、
製
薬
業
へ
の
精
勤
と
相
場
取
引
や
大
名
貸
し
の
自
粛
な
ど
を
規
定

　
　
し
て
い
た
。

（
3
）
　
近
代
に
お
け
る
正
野
家
の
雇
用
形
態
に
つ
い
て
は
、
同
家
の
店
員
名
簿
な
ど

　
　
を
用
い
店
員
の
旦
ハ
体
的
な
動
向
を
明
ら
か
に
し
た
拙
稿
「
近
代
に
お
け
る
正
野

　
　
玄
三
家
の
雇
用
形
態
」
（
和
歌
山
大
学
『
経
済
理
論
』
第
三
三
二
号
、
二
〇
〇
六

　
　
年
）
が
あ
り
、
本
稿
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
近
江
商
人
の
雇
用
形
態

　
　
の
特
徴
で
あ
る
近
江
出
身
者
の
雇
用
と
別
家
制
度
が
昭
和
に
至
る
ま
で
継
続
さ

　
　
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
正
野
家
に
お
い
て
は
学
校
教
育
の
影
響

　
　
を
受
け
つ
つ
も
、
依
然
と
し
て
江
戸
時
代
以
来
の
近
江
商
人
の
雇
用
形
態
が
維

　
　
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
な
お
、
近
江
商
人
の
近
代
化
に
つ
い
て
は
、

　
　
拙
稿
「
近
江
商
人
の
近
代
化
」
（
安
岡
重
明
編
『
近
代
日
本
の
企
業
者
と
経
営
組

　
　
織
』
（
同
文
舘
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。
そ
こ
で
は
、
近
江
商
人
を
「
近
江

　
　
国
に
本
拠
を
お
く
、
他
国
稼
商
人
の
こ
と
」
と
い
う
定
義
に
基
づ
き
、
そ
の
在

　
　
地
性
、
家
業
組
織
、
雇
用
形
態
の
変
化
に
注
目
し
て
分
析
を
し
た
。

（
4
）
　
近
松
文
三
郎
「
大
二
印
岡
田
小
八
郎
家
」
（
一
）
～
（
＝
二
）
（
『
太
湖
』
第
三

　
　
六
～
三
九
、
四
一
、
四
二
、
四
四
～
四
八
、
五
〇
、
五
一
号
、
　
一
九
二
九
～
一

　
　
九
三
〇
年
）
。
江
南
良
三
『
近
江
八
幡
人
物
伝
』
（
近
江
八
幡
市
郷
土
史
会
、
一

　
　
九
八
一
年
）
　
一
三
八
～
一
四
七
頁
。

明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
家
則
と
店
則

（
5
）
　
本
村
「
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
の
企
業
家
活
動
」
。
正
野
家
の
明
治
期
に

　
　
お
け
る
大
阪
支
店
の
経
営
動
向
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
に
詳
し
い
。

（
6
）
　
明
治
十
四
年
七
月
「
大
坂
支
店
規
則
書
」
（
正
野
玄
三
家
文
書
）
。
な
お
、
こ

　
　
の
規
則
書
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
も
つ
明
治
十
三
年
六
月
二
十
三
日
の
一
紙
形

　
　
態
の
「
規
定
」
（
同
）
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
大
阪
支
店
開
設
時
に
本
店
よ
り

　
　
出
さ
れ
た
規
定
で
あ
り
、
条
項
目
立
て
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
第
二
三
条
ま

　
　
で
の
内
容
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
一
年
後
に
改
定
し
、
形
式
を

　
　
整
え
た
も
の
が
、
冊
子
形
態
の
明
治
十
四
年
七
月
「
大
坂
支
店
規
則
書
」
で
あ

　
　
る
。

（
7
）
　
明
治
十
六
年
七
月
「
支
店
規
則
書
」
（
正
野
玄
三
家
文
書
）
。

（
8
）
　
拙
著
『
近
江
商
人
の
経
営
史
』
（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
八
九
～
五

　
　
九
七
頁
。

（
9
）
　
拙
稿
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
奉
公
人
と
給
金
」
一
五
〇
～
一
五
二
頁
。

（
1
0
）
　
明
治
二
十
一
年
九
月
「
家
則
創
定
ノ
主
意
」
（
正
野
玄
三
家
文
書
）
。

（
1
1
）
　
拙
稿
「
近
代
に
お
け
る
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
雇
用
形
態
」
。

（
1
2
）
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
背
景
に
は
明
治
十
三
年
六
月
に
開
設
し
た
大
阪
支
店
や
明

　
　
治
十
八
年
十
二
月
「
江
州
日
野
商
人
組
合
規
約
」
（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史

　
　
料
館
所
蔵
中
井
源
左
衛
門
家
文
書
）
の
制
定
な
ど
、
正
野
家
を
と
り
ま
く
制
度

　
　
整
備
の
要
求
が
あ
ろ
う
。

（
1
3
）
　
明
治
二
十
一
年
九
月
コ
雇
人
事
務
規
程
」
（
正
野
玄
三
家
文
書
）
。

（
1
4
）
　
明
治
二
十
一
年
四
月
「
支
店
規
則
」
（
正
野
玄
三
家
文
書
）
。

（
1
5
）
　
そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
第
二
条
を
抹
消
し
、
「
廿
四
年
七
月
削
ル
」
と
注
記
が

　
　
あ
り
、
こ
の
史
料
を
添
削
し
て
定
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
本
村
「
明
治
期
に
お
け
る
近
江
商
人
の
企
業
家
活
動
」
一
八
～
二
〇
頁
に
詳

　
　
し
い
。

（
1
7
）
　
三
ツ
割
制
度
に
つ
い
て
は
、
高
橋
久
］
「
明
治
「
三
ツ
割
」
制
度
の
一
考
察
」

　
　
（
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
『
経
済
経
営
研
究
』
第
二
三
号
（
n
）
、
一
九
七

　
　
三
年
）
、
同
「
伊
藤
（
忠
）
商
店
に
お
け
る
財
務
管
理
方
式
　
　
「
三
ツ
割
」
制

　
　
度
の
導
入
に
つ
い
て
　
　
」
（
同
第
二
五
号
（
1
）
、
一
九
七
五
年
）
、
同
「
伊
藤

二
九



　
　
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
　
第
三
十
九
号

　
　
忠
兵
衛
本
部
の
店
法
　
　
　
「
三
ツ
割
」
制
度
の
史
的
考
察
　
　
」
（
同
第
二
六
号

　
　
（
H
）
、
一
九
七
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
1
8
）
　
拙
稿
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
奉
公
人
と
給
金
」
一
五
〇
頁
。

（
1
9
）
　
前
述
し
た
明
治
一
六
年
七
月
「
支
店
規
則
書
」
に
は
、
一
八
歳
ま
で
を
仕
着

　
年
限
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思

　
　
わ
れ
る
。

（
2
0
）
　
明
治
三
五
年
一
月
「
家
則
」
（
正
野
玄
三
家
文
書
）
。

（
2
1
）
　
も
ち
ろ
ん
、
第
三
六
条
に
「
支
店
在
勤
ノ
者
ハ
支
店
々
則
ニ
ヨ
ル
」
と
あ
る

　
　
よ
う
に
、
こ
の
「
家
則
」
は
、
厳
密
に
は
正
野
家
の
本
家
・
本
部
を
対
象
と
し

　
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
二
四
年
「
支
店
規
則
」
第
四
条
に
見
ら
れ
る

　
　
よ
う
に
、
支
店
規
則
も
、
本
家
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て
い
た
。

（
2
2
）
　
拙
稿
「
近
江
商
人
正
野
玄
三
家
の
事
業
と
奉
公
人
」
二
一
七
～
二
一
九
頁
。

［
付
記
］
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
史
料
所
蔵
者
で
あ
る
正
野
玄
三
家
・
滋
賀
大
学
経
済

　
学
部
附
属
史
料
館
を
は
じ
め
、
日
野
町
教
育
委
員
会
の
日
永
伊
久
男
氏
な
ら
び
に
近
江

　
商
入
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
（
代
表
末
永
國
紀
氏
）
の
方
々
に
は
、
大
変
お
世
話
に

　
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
し
だ
い
で
あ
る
。

　
　
な
お
本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
C
）
（
2
）
「
近
江

　
日
野
商
人
の
経
営
史
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

三
〇


